
日本ボランタリーチェーン協会における
自主行動計画フォローアップ調査について

令和８年２月１４日

（日本ボランタリーチェーン協会）



１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年１０月７日～１１月１４日

・調査企業：日本ボランタリーチェーン協会

正会員企業 ２０社を対象

・回答企業：４社

・回答率：２０％

1



１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容を記載）

今回のフォーローアップ調査に関して 昨年と同様、数回に渡って提出を促したが

回答率は昨年より微増したが低調な回収率に終わった。

企業全体の状況の為、可能であれば 稟申できる形でのアンケート形態にして惜し
い
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

価格決定に関して概ね問題ないが、特に発注先が大手企業が多い為、価格
決定に対しては、発注先主体での協議が多い為、数が少ない中小受託事業
者への対応を発注元からの注意が必要。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件

【分析結果・今後の課題】

・現金払いについては回答者３社すべて ６０日以内の現金払いで問題ないと思います

・手形等のサイトについては手形自体が採用していない

・2026年1月1日以降の取引の代金の支払い方法についても特に問題ありません
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設問．直近1年間で、現金払い（製品等の受領日から60日以内の現金払）の割合はどれくらいですか。

【設問と回答】



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

約束手形の利用はありませんでした。

電子債権も1社あったが 60日以内のサイトで運用



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③減額要請

【分析結果・今後の課題】

減額要請に関しては 3社回答中、1社減額要請したことがあったが、

実施した行為についての回答が無かった。
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【設問と回答】
設問．直近1年間で、取引を行う仕入先（発注先）との取引について、歩引きやリベート等により、発注
時に定めた代金から差し引いた若しくは支払代金の割り戻しを要請した（以下、「減額要請した」とい
う）ことはありますか。



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

・減額要請した時の発注者先の為に実施した行為について確認をする
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【分析結果・今後の課題】

・型取引に関して型取引のあるとの回答は1社であった為表にてまとめる
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設問．直近1年間の仕入先（発注先）に対する、型管理における適正化や改善への取組の実施状況をお
答えください。

【設問と回答】

【書面等に
よる取引条
件の明確
化】

【型代金又
は型製作費
の早期の支
払い】

【量産終了
後の型の保
管費用の支
払い】

【不要な型
の廃棄費用
の支払い】

未回答 全ての企業
に実施した
（100%）

あまり実施
しなかった
（40～2%）

あまり実施
しなかった
（40～3%）



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

・回答内容を見るに、型取引に関する研修等が必要性を検討する
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑤知財取引

【分析結果・今後の課題】

・知財取引については

「あまり知的財産を扱う取引はない会社」が 2社

「一部の企業と知的財産を扱う取引がある」 1社

【課題を踏まえた今後のアクション】

契約の締結に当たっては明示的な内容の協議を行うよう
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設問．直近1年間で、知的財産等を含む取引において適正な取引を実現するための取組（以下、単に「取
組」という。）を実施した取引先企業の割合をお答えください。

【設問と回答】

双務的な秘
密保持契約
を締結して
いる

契約の締結
に当たって、
仕入先（発
注先）と明
示的に内容
の協議を
行っている

秘密保持契
約を締結す
る前は、仕
入先（発注
先）が有す
る営業上の
秘密を知り
得る行為を
しない

取引に必要
な範囲を超
えて仕入先
（発注先）
が有するノ
ウハウや技
術情報の提
供を求めな
いように留
意している

工場監査・
品質保証の
際には、事
前にその個
所を明示し、
その目的を
達成するた
めに必要な
範囲の確認
にとどめて
いる

仕入先（発
注先）と共
同で開発し
た発明等の
権利の帰属
について、
明示的に協
議の上決定
している

知的財産に
対しては適
切に対価を
支払ってい
る

知的財産権
に関する紛
争の責任や、
権利侵害調
査の負担に
ついて、明
示的に協議
の上決定し
ている。

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑥働き方改革

【分析結果・今後の課題】

・働き方改革については3社の回答があり

「配慮している」 2社

「その他」 1社 各仕入先の「働き方」の内容が把握出来ない（仕入
先により働き方も異なるはず）為、配慮が困難。
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設問．直近1年間で、貴社が行った働き方改革に関する対応*により、短納期発注や急な仕様
変更などを行った場合に貴社が適正なコストを負担した状況をお答えください。

【設問と回答】

全ての仕入
先（発注
先）につい
て適正コス
トを負担し
た（100%）

多くの仕入
先（発注
先）につい
て適正コス
トを負担し
た（99～
81%）

一部の仕入
先（発注
先）につい
て適正コス
トを負担し
た（80～
41%）

適正コスト
の負担はあ
まりしな
かった（40
～1%）

適正コスト
は全く負担
しなかった
（0%）

短納期発注
や急な仕様
変更などは
行っていな
い

33% 66%



２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ⑦その他

【分析結果・今後の課題】

・普及啓発活動については3社が回答をいただきました

【課題を踏まえた今後のアクション】

・協会として普及啓蒙活動へのサポートを検討したい。
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設問．貴社において、社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するために実施し
ている普及啓発活動等についてあてはまるもの選択してください。

【設問と回答】

下請法や振興
基準等を踏ま
えて、自社の
取引について
自主点検を行
い、社内ルー
ルやマニュア
ルを整備、見
直ししている。

経営トップか
らの指示で社
内で周知して
いる。

社外で開催さ
れる下請法等
の説明会やセ
ミナー等に社
員が参加して
いる。

社内で下請法
等に係わる研
修、e-learnig等
を定期的に実
施している。

仕入先（発注
先）が取引に
関する相談が
しやすいよう、
調達部署とは
異なる第三者
的立場の相談
窓口を設置し
ている。

仕入先（発注
先）へ下請法
等に係わる説
明会やセミ
ナーを実施し
ている。

直接の取引関
係にある仕入
先（発注先）
のみならず、 
さらにその先
の仕入先等を
含めた、複数
の取引段階に
ある事業者間
で協力した取
組を行ってい
る。

何も実施して
いない。

66% 66% 66% 33% 33% 0% 0% 33%



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・自主行動計画及び徹底プランの普及に向けた取組の予定（周知方法、時期、
期間等）
日本ボランタリーチェーン協会は、業界ではないので 統一的な取組は
難しいと思うます。しかし、取適法・振興法の厳守の為には会議での
更なる 取適法・振興法説明会など必要と感じる。
中企庁の説明会などはご案内していているが、反応が少ない。
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